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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つの折り畳み部を有する基板と、
　前記基板が展開された状態において、前記基板のいずれかの一面に形成され、前記基板
の折り畳みによって互いに重なり、互いに異なる色を発光する第１発光部、第２発光部、
および第３発光部と、を含み、
　前記基板が折り畳まれた状態において、前記基板は、外面の一部が表示面となり、
　前記第１発光部は、第１画素を含み、
　前記第２発光部は、前記表示面の一方向に沿って前記第１画素と離隔した第２画素を含
み、
　前記第３発光部は、前記表示面の一方向に沿って前記第１画素および前記第２画素と離
隔した第３画素を含むことを特徴とする有機発光表示装置。
【請求項２】
　前記第１画素、前記第２画素、および前記第３画素は、それぞれ赤色画素、緑色画素、
および青色画素のうちから選択された互いに異なる１色の画素であることを特徴とする請
求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項３】
　前記第１発光部は、背面発光型素子であり、前記第２発光部および前記第３発光部は前
面発光型素子であることを特徴とする請求項１または２に記載の有機発光表示装置。
【請求項４】
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　前記第１発光部は、前面発光型素子であり、前記第２発光部および前記第３発光部は背
面発光型素子であることを特徴とする請求項１または２に記載の有機発光表示装置。
【請求項５】
　第１領域と、前記第１領域の両側に位置する第２領域および第３領域とを含む基板と、
　前記第１領域に位置し、第１画素を含む第１発光部と、
　前記第２領域に位置し、第２画素を含む第２発光部と、
　前記第３領域に位置し、第３画素を含む第３発光部と、を含み、
　前記第１領域と前記第２領域との境界、および前記第１領域と前記第３領域との境界に
て前記基板が折り畳まれ、前記第１発光部、前記第２発光部、および前記第３発光部は互
いに重ねられ、
　前記基板は、前記第１領域、前記第２領域、および前記第３領域のうちのいずれか１つ
の領域に対応する表示面を含み、
　前記第１画素、前記第２画素、および前記第３画素は、前記表示面の一方向に沿って互
いに離隔して位置することを特徴とする有機発光表示装置。
【請求項６】
　前記第１画素は、透明な第１画素電極と、第１画素電極上に形成された第１有機発光層
と、第１有機発光層上に形成された反射型の第１共通電極と、を含むことを特徴とする請
求項５に記載の有機発光表示装置。
【請求項７】
　前記第１共通電極は、互いに離隔して形成された複数の電極部と、前記複数の電極部を
互いに電気的に接続する配線部と、を含み、
　前記複数の電極部は、それぞれ前記第１有機発光層と対応する位置に形成されることを
特徴とする請求項６に記載の有機発光表示装置。
【請求項８】
　前記第２画素は、反射型の第２画素電極と、第２画素電極上に形成された第２有機発光
層と、第２有機発光層上に形成された透明な第２共通電極と、を含み、
　前記第３画素は、反射型の第３画素電極と、第３画素電極上に形成された第３有機発光
層と、第３有機発光層上に形成された透明な第３共通電極と、を含むことを特徴とする請
求項６または７に記載の有機発光表示装置。
【請求項９】
　前記第１画素は、反射型の第１画素電極と、第１画素電極上に形成された第１有機発光
層と、第１有機発光層上に形成された透明な第１共通電極と、を含むことを特徴とする請
求項５に記載の有機発光表示装置。
【請求項１０】
　前記第２画素は、透明な第２画素電極と、第２画素電極上に形成された第２有機発光層
と、第２有機発光層上に形成された反射型の第２共通電極と、を含み、
　前記第３画素は、透明な第３画素電極と、第３画素電極上に形成された第３有機発光層
と、第３有機発光層上に形成された反射型の第３共通電極と、を含むことを特徴とする請
求項９に記載の有機発光表示装置。
【請求項１１】
　前記第２共通電極および前記第３共通電極は、互いに離隔して形成された複数の電極部
と、複数の電極部を電気的に接続する配線部と、をそれぞれ含み、
　前記複数の電極部は、それぞれ前記第２有機発光層または前記第３有機発光層と対応す
る位置に形成されることを特徴とする請求項１０に記載の有機発光表示装置。
【請求項１２】
　前記第２共通電極および前記第３共通電極は、透明バッファ層に覆われ、
　前記第１発光部、前記第２発光部、および前記第３発光部は、正孔注入層、正孔輸送層
、および電子輸送層を含む有機物層を備えることを特徴とする請求項８または１０に記載
の有機発光表示装置。
【請求項１３】
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　前記第１画素、前記第２画素、および前記第３画素は複数個備えられ、
　前記有機物層は、前記第１画素の各画素の間、前記第２画素の各画素の間、および前記
第３画素の各画素の間で開口部が形成されることを特徴とする請求項１２に記載の有機発
光表示装置。
【請求項１４】
　前記有機発光表示装置は、折り畳まれた前記基板の一側端部に沿って形成され、前記第
１発光部および前記第２発光部を密封する第１シーラントと、
　折り畳まれた前記基板の前記一側端部の反対側端部に沿って形成され、前記第３発光部
を密封する第２シーラントと、をさらに含むことを特徴とする請求項５～１３のいずれか
１項に記載の有機発光表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光表示装置は、複数の画素を含み、画素ごとに有機発光ダイオードが配置される
。有機発光ダイオードは、２つの電極と、それらの間に位置する有機発光層とを含み、１
つの電極から注入された電子と、他の電極から注入された正孔が有機発光層で結合して励
起子（ｅｘｃｉｔｏｎ）を生成する。かかる励起子がエネルギーを放出することにより、
有機発光ダイオードでは発光が行われる。
【０００３】
　また、有機発光表示装置は、カラー画像を実現するために、赤色画素、緑色画素および
青色画素を備える。赤色画素、緑色画素、および青色画素には、それぞれ赤色有機発光層
、緑色有機発光層、および青色有機発光層が配置される。なお、赤色有機発光層、緑色有
機発光層、および青色有機発光層は、蒸着マスクを用いた真空蒸着法により形成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】韓国公開特許第１０－２００６－０１２２６０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、蒸着マスクを用いた真空蒸着法では、蒸着マスクと基板との整列状態によって
２つの色の有機発光層が重なるという混色の問題が発生することがある。例えば、青色有
機発光層および緑色有機発光層が形成された後で、赤色有機発光層が蒸着される場合、基
板と蒸着マスクとの整列がずれたり、基板と蒸着マスクとの距離が異常値に設定されたり
して、赤色有機発光層が青色有機発光層または緑色有機発光層と重なり、混色する可能性
がある。
【０００６】
　そのため、前述した真空蒸着法では、画素間の距離が非常に小さい高解像度の有機発光
表示装置を製作することは困難であるという問題があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、高い解像度を実現することが可能な、新規かつ改良された有機発光表示装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、少なくとも２つの折り畳み部
を有する基板と、前記基板が展開された状態において、前記基板のいずれかの一面に形成
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され、前記基板の折り畳みによって互いに重なり、互いに異なる色を発光する第１発光部
、第２発光部、および第３発光部とを含むことを特徴とする有機発光表示装置が提供され
る。
【０００９】
　前記基板が折り畳まれた状態において、前記基板は、外面の一部が表示面となり、前記
第１発光部は、第１画素を含み、前記第２発光部は、前記表示面の一方向に沿って前記第
１画素と離隔した第２画素を含み、前記第３発光部は、前記表示面の一方向に沿って前記
第１画素および前記第２画素と離隔した第３画素を含んでもよい。
【００１０】
　前記第１画素、前記第２画素、および前記第３画素は、それぞれ赤色画素、緑色画素、
および青色画素のうちから選択された互いに異なる１色の画素であってもよい。
【００１１】
　前記第１発光部は、背面発光型素子であり、前記第２発光部および前記第３発光部は前
面発光型素子であってもよい。
【００１２】
　前記第１発光部は、前面発光型素子であり、前記第２発光部および前記第３発光部は背
面発光型素子であってもよい。
【００１３】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、第１領域と、前記第１
領域の両側に位置する第２領域および第３領域とを含む基板と、前記第１領域に位置し、
第１画素を含む第１発光部と、前記第２領域に位置し、第２画素を含む第２発光部と、前
記第３領域に位置し、第３画素を含む第３発光部と、を含み、前記第１領域と前記第２領
域との境界、および前記第１領域と前記第３領域との境界にて前記基板が折り畳まれ、前
記第１発光部、前記第２発光部、および前記第３発光部は互いに重ねられることを特徴と
する有機発光表示装置が提供される。
【００１４】
　前記基板は、前記第１領域、前記第２領域、および前記第３領域のうちのいずれか１つ
の領域に対応する表示面を含み、前記第１画素、前記第２画素、および前記第３画素は、
前記表示面の一方向に沿って互いに離隔して位置してもよい。
【００１５】
　前記第１画素は、透明な第１画素電極と、第１画素電極上に形成された第１有機発光層
と、第１有機発光層上に形成された反射型の第１共通電極と、を含んでもよい。
【００１６】
　前記第１共通電極は、互いに離隔して形成された複数の電極部と、前記複数の電極部を
互いに電気的に接続する配線部と、を含み、前記複数の電極部は、それぞれ第１有機発光
層と対応する位置に形成されてもよい。
【００１７】
　前記第２画素は、反射型の第２画素電極と、第２画素電極上に形成された第２有機発光
層と、第２有機発光層上に形成された透明な第２共通電極と、を含み、前記第３画素は、
反射型の第３画素電極と、第３画素電極上に形成された第３有機発光層と、第３有機発光
層上に形成された透明な第３共通電極と、を含んでもよい。
【００１８】
　前記第１画素は、反射型の第１画素電極と、第１画素電極上に形成された第１有機発光
層と、第１有機発光層上に形成された透明な第１共通電極と、を含んでもよい。
【００１９】
　前記第２画素は、透明な第２画素電極と、第２画素電極上に形成された第２有機発光層
と、第２有機発光層上に形成された反射型の第２共通電極と、を含み、前記第３画素は、
透明な第３画素電極と、第３画素電極上に形成された第３有機発光層と、第３有機発光層
上に形成された反射型の第３共通電極と、を含んでもよい。
【００２０】
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　前記第２共通電極および前記第３共通電極は、互いに離隔して形成された複数の電極部
と、複数の電極部を電気的に接続する配線部と、をそれぞれ含み、前記複数の電極部は、
それぞれ前記第２有機発光層または前記第３有機発光層と対応する位置に形成されてもよ
い。
【００２１】
　前記第２共通電極と第３共通電極は、透明バッファ層に覆われ、前記第１発光部、前記
第２発光部、および前記第３発光部は、正孔注入層、正孔輸送層、および電子輸送層を含
む有機物層を備えてもよい。
【００２２】
　前記第１画素、前記第２画素、および前記第３画素は複数個備えられ、前記有機物層は
、第１画素の各画素の間、第２画素の各画素の間、および第３画素の各画素の間で開口部
が形成されてもよい。
【００２３】
　有機発光表示装置は、折り畳まれた前記基板の一側端部に沿って形成され、前記第１発
光部および前記第２発光部を密封する第１シーラントと、折り畳まれた前記基板の前記一
側端部の反対側端部に沿って形成され、前記第３発光部を密封する第２シーラントと、を
さらに含んでもよい。
【発明の効果】
【００２４】
　以上説明したように本発明によれば、高解像度の有機発光表示装置を実現することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第１実施形態に係る有機発光表示装置の断面図である。
【図２】図１に示した基板が展開された状態を示す断面図である。
【図３】図２に示した基板および有機発光層を示す平面図である。
【図４】図１に示した有機発光表示装置における第１共通電極の形状を示す平面図である
。
【図５】図１に示した有機発光表示装置の画素回路を示す回路図である。
【図６】図１に示した有機発光表示装置の一部分を拡大した断面図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係る有機発光表示装置の断面図である。
【図８】図７に示した基板が展開された状態を示す断面図である。
【図９】図７に示した有機発光表示装置における第２共通電極および第３共通電極の形状
を示す平面図である。
【図１０】本発明の第３実施形態に係る有機発光表示装置の断面図である。
【図１１】図１０に示した基板が展開された状態を示す断面図である。
【図１２】本発明の第４実施形態に係る有機発光表示装置の断面図である。
【図１３】図１２に示した基板が展開された状態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について、本発明の属する
技術分野における通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。なお
、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同
一の符号を付することにより重複説明を省略する。また、本発明は、種々の異なる形態で
実現可能であり、ここで説明する実施形態には限定されない。
【００２７】
　明細書全体において、ある部分がある構成要素を「含む」とした場合、特に言及がない
限り、他の構成要素をさらに包含してもよいことを意味する。また、明細書全体において
、層、膜、領域、板などの各部分が、他の部分「上に」または「の上に」あるとした場合
、これは、該他の部分と接触して「上に」ある場合だけでなく、その中間にさらに他の部
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分が含まれて「上に」ある場合も意味する。また、「上に」または「の上に」とは、添付
図面に正対した場合に対象部分の上に位置することを意味し、必ずしも重力方向を基準と
して上側に位置することを意味しない。
【００２８】
　本発明は、有機発光表示装置に関するものであって、より詳細には、画素の配列構造を
改善した有機発光表示装置に関する。本発明によれば、高い解像度を有し、混色の恐れが
なく、製造が単純な有機発光表示装置が提供される。以下では、かかる本発明について詳
細に説明を行う。
【００２９】
　図１は、本発明の第１実施形態にかかる有機発光表示装置の断面図である。また、図２
は、図１に示した基板が展開された状態を示す断面図であり、図３は、図２に示した基板
および有機発光層を示す平面図である。
【００３０】
　図１～図３を参照すると、本発明の第１実施形態に係る有機発光表示装置１００は、２
回折り畳まれた基板５０と、基板５０の一面に形成され、基板５０が折り畳まれることに
より互いに重なる第１発光部１０と、第２発光部２０と、第３発光部３０とを含む。ここ
で、第１発光部１０、第２発光部２０および第３発光部３０は、それぞれ赤色、緑色およ
び青色のうちのいずれか１つの色を発光し、３つの発光色の組み合わせによってカラー画
像を実現することができる。
【００３１】
　基板５０は、透明であり、かつ曲げることができる特性を有する。基板５０は、例えば
、透明な高分子フィルムで形成することができる。また、基板５０は、折り畳まれる部分
のみ、曲げることができる特性を有してもよい。基板５０は、展開された状態において、
第１領域Ａ１０と、第１領域Ａ１０の両側に位置する第２領域Ａ２０および第３領域Ａ３
０とを含む。また、第１領域Ａ１０と第２領域Ａ２０との間、および第１領域Ａ１０と第
３領域Ａ３０との間には、折り畳み部５１が形成される。
【００３２】
　図２に示すように、基板５０が展開された状態において、第１発光部１０は、基板５０
上の第１領域Ａ１０に位置し、第２発光部２０は、基板５０上の第２領域Ａ２０に位置し
、第３発光部３０は、基板５０上の第３領域Ａ３０に位置する。第１発光部１０、第２発
光部２０および第３発光部３０は、基板５０の一面において並んで形成され、また、複数
の信号線（図示せず）が基板５０の一面において、第１発光部１０、第２発光部２０およ
び第３発光部３０にわたって形成される。
【００３３】
　第１発光部１０は、複数の第１画素ＰＸ１を含む。第１画素ＰＸ１は、赤色画素、緑色
画素および青色画素のうちのいずれか１つである。また、第２発光部２０は、複数の第２
画素ＰＸ２を含む。第２画素ＰＸ２は、赤色画素、緑色画素および青色画素のうち、第１
画素ＰＸ１とは異なる他の色の画素である。さらに、第３発光部３０は、複数の第３画素
ＰＸ３を含む。第３画素ＰＸ３は、赤色画素、緑色画素および青色画素のうち、第１画素
ＰＸ１および第２画素ＰＸ２と異なる残りの１つの色の画素である。
【００３４】
　基板５０が展開された状態において、第１発光部１０は、基板５０に向かって光を放出
する背面発光型素子であり、第２発光部２０および第３発光部３０は、基板５０と反対側
に向かって光を放出する前面発光型素子であってもよい。
【００３５】
　具体的には、第１発光部１０の第１画素ＰＸ１は、透明な第１画素電極１１と、第１画
素電極１１上に形成された第１有機発光層１２と、第１有機発光層１２上に形成された反
射型の第１共通電極１３とを含む。例えば、第１画素電極１１は、インジウムスズ酸化物
（ＩＴＯ）のような透明な金属酸化物で形成されてもよく、第１共通電極１３は、金属で
形成されてもよい。第１有機発光層１２から放出された光は、第１共通電極１３で反射し
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、第１画素電極１１および基板５０を透過する。
【００３６】
　第２発光部２０の第２画素ＰＸ２は、反射型の第２画素電極２１と、第２画素電極２１
上に形成された第２有機発光層２２と、第２有機発光層２２上に形成された透明な第２共
通電極２３とを含む。例えば、第２画素電極２１は、金属で形成されてもよく、第２共通
電極２３は、透明な金属酸化物で形成されてもよい。第２有機発光層２２から放出された
光は、第２画素電極２１で反射し、第２共通電極２３を透過する。
【００３７】
　第３発光部３０の第３画素ＰＸ３は、反射型の第３画素電極３１と、第３画素電極３１
上に形成された第３有機発光層３２と、第３有機発光層３２上に形成された透明な第３共
通電極３３とを含む。例えば、第３画素電極３１は、金属で形成されてもよく、第３共通
電極３３は、透明な金属酸化物で形成されてもよい。第３有機発光層３２から放出された
光は、第３画素電極３１で反射し、第３共通電極３３を透過する。
【００３８】
　また、第２発光部２０および第３発光部３０の全体を覆うように、第２共通電極２３お
よび第３共通電極３３の上に、透明バッファ層４１が形成されてもよい。かかる場合、透
明バッファ層４１は、複数の第２画素ＰＸ２および複数の第３画素ＰＸ３を覆うことによ
って、複数の第２画素ＰＸ２および複数の第３画素ＰＸ３を保護することができる。なお
、透明バッファ層４１は、シリコン酸化物のような無機物、またはポリイミド（ｐｏｌｙ
ｉｍｉｄｅ）のような有機物で形成されてもよい。
【００３９】
　第１発光部１０～第３発光部３０の全体において、第１～第３画素電極１１、２１、３
１は正孔を提供するアノードであってもよく、第１～第３共通電極１３、２３、３３は電
子を提供するカソードであってもよい。また、第１発光部１０～第３発光部３０には、正
孔注入層４２１と、正孔輸送層４２２と、および電子輸送層４２３と、を含む有機物層４
２が形成される。具体的には、正孔注入層４２１および正孔輸送層４２２は、第１～第３
画素電極１１、２１、３１と、第１～第３有機発光層１２、２２、３２との間に位置し、
電子輸送層４２３は、第１～第３有機発光層１２、２２、３２と、第１～第３共通電極１
３、２３、３３との間に位置する。
【００４０】
　有機物層４２は、基板５０の一面全体に形成される。または、有機物層４２は、基板５
０が折り畳まれる部分を除いて、基板５０の一方の面に形成されてもよい。後者の場合、
有機物層４２は、領域ごとに互いに分離されて形成される。なお、図１と図２では後者の
場合を例として示した。
【００４１】
　ここで、図１に示すように、まず、基板５０は、第１領域Ａ１０と第２領域Ａ２０との
境界において第２発光部２０が第１発光部１０と向かい合うように折り畳まれる。続いて
、基板５０は、第１領域Ａ１０と第３領域Ａ３０との境界で第３発光部３０が第１発光部
１０と向かい合うように折り畳まれる。すなわち、基板５０が折り畳まれた状態において
、第３発光部３０は、第２発光部２０を挟んで第１発光部１０と向かい合う。したがって
、図１に示すように、第１発光部１０、第２発光部２０、および第３発光部３０は、有機
発光表示装置１００の厚さ方向（図１の縦方向）に沿って下から上へ、第１発光部１０、
第２発光部２０、第３発光部３０の順で配置される。なお、図１では本順序の場合を例示
した。
【００４２】
　基板５０の折り畳み順序が上述の順序と異なる場合、例えば、第１発光部１０、第２発
光部２０、および第３発光部３０は、有機発光表示装置１００の厚さ方向に沿って下から
上へ、第１発光部１０、第３発光部３０、第２発光部２０の順で配置される。
【００４３】
　基板５０が展開された状態において、前面発光型素子として構成された第２発光部２０
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および第３発光部３０は、基板５０の折り畳みによって上下の位置関係が逆転するため、
結果として、第１発光部１０と同じ方向に光を放出する。すなわち、基板５０が折り畳ま
れた状態において、第１発光部１０の光は、矢印に示すように図１を基準として図の下方
に対して放出され、第２発光部２０および第３発光部３０の光も同様に、図１を基準とし
て図の下方に対して放出される。
【００４４】
　ここで、上述したように第１発光部１０の光は、基板５０を透過して表示面の外部に放
出され、また、第２発光部２０の光は、第１発光部１０および基板５０を透過して表示面
の外部に放出され、さらに、第３発光部３０の光は、第２発光部２０、第１発光部１０、
および基板５０を透過して表示面の外部に放出される。したがって、有機発光表示装置１
００の表示面は、基板５０において、第１発光部１０が位置する第１領域Ａ１０の基板５
０側の外面として定義される。
【００４５】
　基板５０が折り畳まれた状態において、第１画素ＰＸ１、第２画素ＰＸ２、および第３
画素ＰＸ３は、表示面の一方向（例えば、基板５０を折り畳んだ方向であり、より具体的
には図１の横方向）に沿って互いに離隔した位置に配置される。すなわち、第１画素ＰＸ
１、第２画素ＰＸ２、および第３画素ＰＸ３は、有機発光表示装置１００の厚さ方向（図
１の縦方向）において互いに重ならないように配置される。したがって、第２画素ＰＸ２
から放出された光は、第１画素ＰＸ１から放出された光と混ざらず、同様に、第３画素Ｐ
Ｘ３から放出された光は、第２画素ＰＸ２および第１画素ＰＸ１から放出された光と混ざ
らない。
【００４６】
　ここで、上述したように、第１発光部１０は、反射型の第１共通電極１３を含むが、第
１共通電極１３が第１発光部１０全体に形成された場合、第２発光部２０および第３発光
部３０の光は、第１発光部１０を透過できなくなる。そのため、第１共通電極１３は、第
１発光部１０全体に形成されず、開口領域を設けて形成される。かかる第１共通電極１３
の形状について図４を参照して説明を行う。図４は、図１に示した有機発光表示装置にお
ける第１共通電極の形状を示す平面図である。
【００４７】
　図４を参照すると、第１共通電極１３は、互いに離隔して形成された複数の電極部１３
１と、複数の電極部１３１を互いに接続して通電させる配線部１３２とから構成される。
それぞれの電極部１３１は、それぞれ第１有機発光層１２に対応しており、第１有機発光
層１２と同じ位置に形成される。図４に示すように電極部１３１の間に開口領域１３３が
形成されることにより、第２発光部２０および第３発光部３０が放出した光は、開口領域
１３３を介して第１発光部１０を透過することができる。
【００４８】
　再度、図１～図３を参照すると、有機発光表示装置１００は、２つのシーラント４５、
４６を含んでもよい。シーラント４５、４６は、基板５０の折り畳み状態を固定させると
同時に、第１発光部１０～第３発光部３０への外部空気の流入を遮断する機能を果たす。
【００４９】
　第１シーラント４５は、第１領域Ａ１０と第２領域Ａ２０との境界で基板５０が折り畳
まれた後に、折り畳まれた基板５０の端部に沿って形成され、第１発光部１０および第２
発光部２０を密封する。また、第２シーラント４６は、第１領域Ａ１０と第３領域Ａ３０
との境界で基板５０が折り畳まれた後に、折り畳まれた基板５０の端部に沿って形成され
、第３発光部３０を密封する。このような密封構造により、有機発光表示装置１００は、
第１発光部１０～第３発光部３０に対して、外部空気に含まれている水分および酸素が浸
透することを防止することができる。
【００５０】
　上述した本発明の第１実施形態に係る有機発光表示装置１００は、基板５０上に第１画
素ＰＸ１、第２画素ＰＸ３、および第３画素ＰＸ３の各画素を隣り合うように並べて形成
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するのではなく、領域ごとに第１画素ＰＸ１、第２画素ＰＸ２、および第３画素ＰＸ３を
分けて形成する。そして、基板５０を２回折り畳むことにより、第１画素ＰＸ１、第２画
素ＰＸ３、および第３画素ＰＸ３を積層させ、表示面の一方向（図１の横方向）に沿って
互いに離隔して配置されるようにすることができる。なお、図１において、全体画素にお
ける画素間のピッチ（中心間距離）をＰ１として示した。
【００５１】
　そのため、基板５０の第１領域Ａ１０、第２領域Ａ２０、第３領域Ａ３０のそれぞれに
存在する有機発光層の色は、１つの色のみである。したがって、蒸着マスクを用いた真空
蒸着法を用いて、第１有機発光層１２、第２有機発光層２２、および第３有機発光層３２
を形成する際に、ある色の有機発光層が他の色の画素に混入することをより確実に防止す
ることができる。加えて、混色の可能性が小さいため、より全体画素のピッチＰ１を小さ
く設定することが可能であり、より高解像度の有機発光表示装置を実現することができる
。
【００５２】
　また、図３を参照すると、第１画素のピッチＰ１１、第２画素のピッチＰ１２、および
第３画素のピッチＰ１３は、それぞれ全体画素のピッチＰ１に対して３倍の長さに設定す
ることができる。したがって、画素のピッチを小さくするために、開口部間の距離が非常
に小さい高精密蒸着マスクを用いる必要がないため、有機発光表示装置１００をより容易
に製造することが可能である。
【００５３】
　さらに、本発明の第１実施形態に係る有機発光表示装置１００は、封止フィルムを必要
とせず、一枚の基板５０と、２つのシーラント４５、４６とを用いることで第１発光部１
０～第３発光部３０を効果的に密封させることが可能である。
【００５４】
　引き続き、本発明の第１実施形態に係る有機発光表示装置の回路構成について説明を行
う。図５は、図１に示した有機発光表示装置の画素回路を示す回路図であり、図６は、図
１に示した有機発光表示装置の一部分を拡大した断面図である。
【００５５】
　図５および図６を参照すると、第１画素ＰＸ１は、第１有機発光ダイオードＬ１と、駆
動回路部Ｔ１、Ｔ２、Ｃ１とを含み、第１有機発光ダイオードＬ１は、第１画素電極１１
と、第１有機発光層１２と、第１共通電極１３とを含む。また、駆動回路部Ｔ１、Ｔ２、
Ｃ１は、少なくとも２つの薄膜トランジスタ（スイッチングトランジスタＴ１および駆動
トランジスタＴ２）と、少なくとも１つのキャパシタＣ１とを含む。
【００５６】
　スイッチングトランジスタＴ１は、スキャンラインＳＬ１とデータラインＤＬ１に接続
され、スキャンラインＳＬ１に入力されるスイッチング電圧に応じて、データラインＤＬ
１から入力されるデータ電圧を駆動トランジスタＴ２に伝送する。キャパシタＣ１は、ス
イッチングトランジスタＴ１と電源ラインＶＤＤに接続され、スイッチングトランジスタ
Ｔ１から伝送された電圧と電源ラインＶＤＤに供給される電圧との差に相当する電圧を格
納する。
【００５７】
　駆動トランジスタＴ２は、電源ラインＶＤＤとキャパシタＣ１に接続され、キャパシタ
Ｃ１に格納された電圧としきい電圧との差の自乗に比例する出力電流ＩＯＬＥＤを有機発
光ダイオードＬ１に供給する。また、有機発光ダイオードＬ１は、出力電流ＩＯＬＥＤに
比例する強度で発光する。駆動トランジスタＴ２は、ゲート電極１４１とソース／ドレイ
ン電極１４２、１４３とを含み、第１画素電極１１は、駆動トランジスタＴ２のドレイン
電極１４３に接続する。
【００５８】
　なお、図５に示す画素回路、および図６に示す第１画素ＰＸ１の断面構造は、１つの例
示に過ぎず、本発明の第１実施形態に係る有機発光表示装置１００は、前述した例に限定
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されず、多様な変形が可能である。また、上記では第１画素ＰＸ１の構成について説明し
たが、第２画素ＰＸ３および第３画素ＰＸ３についても、前述した第１画素ＰＸ１と同一
の構成からなってもよい。
【００５９】
　次に、図７～９を参照して、本発明の第２実施形態に係る有機発光表示装置の構成につ
いて説明を行う。図７は、本発明の第２実施形態にかかる有機発光表示装置の断面図であ
り、図８は、図７に示した基板が展開された状態を示す断面図である。
【００６０】
　図７および図８を参照すると、第２実施形態の有機発光表示装置２００は、基板５０が
展開された状態において、第１発光部１０１は前面発光型素子であり、第２発光部２０１
および第３発光部３０１は背面発光型素子であることを除いては、前述した第１実施形態
に係る有機発光表示装置と同一の構成からなる。ここで、第２実施形態において、第１実
施形態と同一の構成については同一の図面符号を用い、ここでの説明は省略する。以下で
は、第２実施形態において、主に第１実施形態と異なる構成について説明する。
【００６１】
　第１発光部１０１の第１画素ＰＸ１は、反射型の第１画素電極１１と、第１画素電極１
１上に形成された第１有機発光層１２と、第１有機発光層１２上に形成された透明な第１
共通電極１３とを含む。第１有機発光層１２から放出された光は、第１画素電極１１で反
射し、第１共通電極１３を透過する。
【００６２】
　第２発光部２０１の第２画素ＰＸ２は、透明な第２画素電極２１と、第２画素電極２１
上に形成された第２有機発光層２２と、第２有機発光層２２上に形成された反射型の第２
共通電極２３とを含む。第２有機発光層２２から放出された光は、第２共通電極２３で反
射し、第２画素電極２１および基板５０を透過する。
【００６３】
　第３発光部３０１の第３画素ＰＸ３は、透明な第３画素電極３１と、第３画素電極３１
上に形成された第３有機発光層３２と、第３有機発光層３２上に形成された反射型の第３
共通電極３３とを含む。第３有機発光層３２から放出された光は、第３共通電極３３で反
射し、第３画素電極３１および基板５０を透過する。
【００６４】
　第２実施形態において、第３発光部３０１の光は、基板５０を透過して表示面の外部に
放出され、また、第２発光部２０１の光は、第３発光部３０１および基板５０を透過して
表示面の外部に放出され、さらに、第１発光部１０１の光は、第２発光部２０１、第３発
光部３０１、および基板５０を透過して表示面の外部に放出される。したがって、本発明
の第２実施形態に係る有機発光表示装置２００の表示面は、基板５０において、第３発光
部３０１が位置する第３領域Ａ３０の基板５０側の外面として定義される。
【００６５】
　基板５０の折り畳み順序が図７の順序と異なる場合、第１発光部１０１上に第３発光部
３０１が積層され、第３発光部３０１上に第２発光部２０１が順に積層される。かかる場
合、有機発光表示装置２００の表示面は、基板５０において、第２発光部２０１が位置す
る第２領域Ａ２０の基板５０側の外面として定義される。
【００６６】
　ここで、第２共通電極２３および第３共通電極３３の形状について図９を参照して説明
を行う。図９は、図７に示した有機発光表示装置における第２共通電極と第３共通電極の
形状を示す平面図である。
【００６７】
　図９を参照すると、第２共通電極２３および第３共通電極３３は、互いに離隔して形成
された複数の電極部２３１、３３１と、複数の電極部２３１、３３１を互いに接続して通
電させる配線部２３２、３３２とから構成される。
【００６８】
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　ここで、第２共通電極２３の電極部２３１は、それぞれ第２有機発光層２２と同じ位置
に形成され、第３共通電極３３の電極部３３１は、それぞれ第３有機発光層３２と同じ位
置に形成される。したがって、電極部２３１、３３１の間に開口領域２３３、３３３が形
成されることにより、第１発光部１０１が放出した光は、第２発光部２０１と第３発光部
３０１を透過することができ、また、第２発光部２０１が放出した光は、第３発光部３０
１を透過することができる。
【００６９】
　続いて、図１０および１１を参照して本発明の第３実施形態に係る有機発光表示装置の
構成について説明を行う。図１０は、本発明の第３実施形態にかかる有機発光表示装置の
断面図であり、図１１は、図１０に示した基板が展開された状態を示す断面図である。
【００７０】
　図１０と図１１を参照すると、本発明の第３実施形態に係る有機発光表示装置３００は
、有機物層４２（具体的には、正孔注入層４２１、正孔輸送層４２２、電子輸送層４２３
）と、透明バッファ層４１とが各画素間で開口部４３を形成したことを除いては、前述し
た第１実施形態に係る有機発光表示装置と同一の構成からなる。ここで、第１実施形態と
同一の構成については同一の図面符号を用い、ここでの説明は省略する。以下では、第３
実施形態において、主に第１実施形態と異なる構成について説明する。
【００７１】
　第１発光部１０２において、有機物層４２は、第１画素ＰＸ１の各画素の間に開口部４
３を形成する。また、第２発光部２０２において、有機物層４２と透明バッファ層４１は
、第２画素ＰＸ２の各画素の間に開口部４３を形成する。さらに、第３発光部３０２にお
いて、有機物層４２と透明バッファ層４１は、第３画素ＰＸ３の各画素の間に開口部４３
を形成する。ここで、開口部４３は、プラズマエッチングのような乾式エッチング法で形
成されてもよい。かかる場合、開口部４３の側壁は、基板５０と垂直をなす。
【００７２】
　図１０に示すように、第３実施形態では、基板５０が折り畳まれた状態において、第１
発光部１０２の開口部４３は、第２画素ＰＸ２および第３画素ＰＸ３と重なり、第２発光
部２０２の開口部４３は第３画素ＰＸ３と重なる。
【００７３】
　したがって、本発明の第３実施形態に係る有機発光表示装置３００によれば、第２発光
部２０２および第３発光部３０２によって放出された光が第１発光部１０２を透過する際
に、および、第３発光部３０２によって放出された光が第２発光部２０２を透過する際に
、有機物層４２および透明バッファ層４１による光の損失を最少化することができる。そ
の結果、本発明の第３実施形態に係る有機発光表示装置３００は、第２発光部２０２およ
び第３発光部３０２の光取出効率を向上させ、より輝度を高くすることができる。
【００７４】
　次に、図１２および１３を参照して本発明の第４実施形態に係る有機発光表示装置の構
成について説明を行う。図１２は、本発明の第４実施形態に係る有機発光表示装置の断面
図であり、図１３は、図１２に示した基板が展開された状態を示す断面図である。
【００７５】
　図１２と図１３を参照すると、本発明の第４実施形態に係る有機発光表示装置４００は
、有機物層４２（具体的には、正孔注入層４２１、正孔輸送層４２２、電子輸送層４２３
）、および透明バッファ層４１が各画素間で開口部４３を形成したことを除いては、前述
した第２実施形態に係る有機発光表示装置と同一の構成からなる。ここで、第２実施形態
と同一の構成については同一の図面符号を用い、ここでの説明は省略する。以下では、第
４実施形態において、主に第２実施形態と異なる構成について説明する。
【００７６】
　第１発光部１０３において、有機物層４２は、第１画素ＰＸ１の各画素の間に開口部４
３を形成する。また、第２発光部２０３において、有機物層４２と透明バッファ層４１は
、第２画素ＰＸ２の各画素の間に開口部４３を形成する。さらに、第３発光部３０３にお
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いて、有機物層４２と透明バッファ層４１は、第３画素ＰＸ３の各画素の間に開口部４３
を形成する。
【００７７】
　ここで、図１２に示すように、第４実施形態では、基板５０が折り畳まれた状態におい
て、第３発光部３０３の開口部４３は、第１画素ＰＸ１および第２画素ＰＸ２と重なり、
第２発光部２０３の開口部４３は第１画素ＰＸ１と重なる。したがって、本発明の第４実
施形態に係る有機発光表示装置４００によれば、第１発光部１０３および第２発光部２０
３によって放出された光が第３発光部３０３を透過する際に、および第２発光部２０３に
よって放出された光が第１発光部１０３を透過する際に、有機物層４２および透明バッフ
ァ層４１による光の損失を最少化することができる。その結果、本発明の第４実施形態に
係る有機発光表示装置４００は、第１発光部１０３および第２発光部２０３の光取出効率
を向上させ、より輝度を高くすることができる。
【００７８】
　以上説明したように、本発明に係る有機発光表示装置によれば、蒸着マスクを用いた真
空蒸着法によって第１有機発光層、第２有機発光層、および第３有機発光層を形成する際
に、ある色の有機発光層が他の色の画素に混入することを確実に防止することができる。
また、混色の可能性が小さいため、より全体画素のピッチを小さく設定することが可能で
あり、より高解像度の有機発光表示装置を実現することができる。さらに、本発明に係る
有機発光表示装置によれば、蒸着開口部間の距離が非常に小さい高精密蒸着マスクを使用
する必要がないため、有機発光表示装置をより容易に製造することが可能である。
【００７９】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００８０】
　１００、２００、３００、４００　　有機発光表示装置
　１０　　　第１発光部
　２０　　　第２発光部
　３０　　　第３発光部
　４１　　　透明バッファ層
　４２　　　有機物層
　５０　　　基板
　ＰＸ１、ＰＸ２、ＰＸ３　　第１画素、第２画素、第３画素
　Ａ１０、Ａ２０、Ａ３０　　第１領域、第２領域、第３領域
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